
要介護1・2 要介護3・4・5

1086単位（月） 1411単位（月）

544単位（月） 704単位（月）

326単位（月） 422単位（月）

1086単位（月） 1411単位（月）

527単位（月） 683単位（月）

316単位（月） 410単位（月）

472単位（月）

１月以内

2月以上

特定事業所医療介護連携加算

居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅰ） 取扱いが40件未満の部分

居宅介護支援費（Ⅱ）（ⅰ） 取扱いが40件～60件未満の部分

居宅介護支援費（Ⅲ）（ⅰ） 取扱いが60件以上の部分

減
算

運営基準減算
100分の50に相当する単位数

所定単位数は算定しない

特定事業所集中減算 ▲200単位（月）

加

算

初回加算 300単位(月)

特定事業所加算（Ⅰ） 519単位（月）

特定事業所加算（Ⅱ） 421単位（月）

特定事業所加算（Ⅱ） 323単位（月）

特定事業所加算（Ａ） 114単位(月）

125単位（月）

入院時情報連携加算（Ⅰ） 250単位（月）

入院時情報連携加算（Ⅱ） 200単位（月）

退院・退所加算（Ⅰ）イ 450単位(月)

退院・退所加算（Ⅰ）ロ 600単位(月)

退院・退所加算（Ⅱ）イ 600単位(月)

緊急時等居宅カンファレンス加算 200単位(月)

通院時情報連携加算 50単位（月）

退院・退所加算（Ⅱ）ロ 750単位(月)

退院・退所加算（Ⅲ） 900単位(月)

ターミナルケアマネジメント加算 400単位(月)

介護予防支援費 要支援１・２

※以下、ケアプランデータ連携システム活用かつ事務員配置している場合

居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅰ）

居宅介護支援費（Ⅱ）（ⅰ）

居宅介護支援費（Ⅲ）（ⅰ）

取扱いが45件未満の部分

取扱いが45件～60件未満の部分

取扱いが60件以上の部分


